
 【参考資料】  

湯河原町職員の扶養手当の支給に関する規則の一部を改正する規則新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

 （届出） 

第２条 条例第７条第１項の規定

による届出は、別記様式による扶

養親族届により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新たに扶養手当の支給を受け

ようとする場合又は従前扶養手

当の支給を受けていた職員に条

例第７条第１項各号のいずれか

に該当する事実が生じた場合に

ついても同様とする。 

 （認定） 

第３条 任命権者は、職員から前条

の届出を受けたときは、その届出

に係る扶養親族が条例第６条に

規定する要件を備えているかど

うかを確めて認定しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （届出） 

第２条 新たに条例第６条第１項

の職員たる要件を具備するに至

った職員は、扶養親族届（別記

様式）により、速やかに任命権

者に届け出なければならない。

扶養手当を受けている職員の届

出に係る扶養親族の恒常的な所

得の年間の見込額その他の扶養

の事実等に変更があった場合に

ついても、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任

命権者において扶養の事実等を

認定することができる場合とし

て任命権者が定める場合には、

同項の規定による届出を要しな

い。 

 （認定） 

第３条 任命権者は、職員から前条

第１項の届出を受けたときは、そ

の届出に係る扶養親族が条例第

６条第１項に規定する扶養親族

のある職員たる要件を備えてい

るかどうかを確かめて認定しな

ければならない。前条第２項に規

定する場合においても同様とす

る。 

 （支給の始期及び終期） 

第７条 扶養手当の支給は、職員が

新たに条例第６条第１項の職員た

る要件を具備するに至った日の属

する月の翌月（その日が月の初日

であるときは、その日の属する月）

から開始し、職員が当該要件を欠

くに至った日（任命権者が定める

場合にあっては、当該要件を欠く

に至った日以降の日で任命権者が

定める日）の属する月（その日が

月の初日であるときは、その日の
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 （支給方法） 

第７条 （略）         

   附 則          

 （略）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属する月の前月）をもって終わる。

ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、第２条第１項の規定に

よる届出が、これに係る事実の生

じた日から15日を経過した後にさ

れたときは、その届出を受理した

日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属

する月）から行うものとする。 

２ 扶養手当を受けている職員にそ

の月額を変更すべき事実が生じた

ときは、その事実の生じた日の属

する月の翌月（その日が月の初日

であるときは、その日の属する月）

からその支給額を改定する。前項

ただし書の規定は、扶養手当の月

額を増額して改定する場合につい

て準用する。 

 （支給方法） 

第８条 （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （令和７年改正条例附則第４項の

規定が適用される間の読替え） 

２ 令和７年４月１日から令和８

年３月31日までの間は、第１条中

「湯河原町職員の給与に関する

条例（昭和32年湯河原町条例第37

号。以下「条例」とあるのは「湯

河原町職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例（令和７

年湯河原町条例第４号）附則第４

項の規定により読み替えて適用

される条例（以下「附則第４項の

規定による読替え後の給与条例」

と、第２条第１項、第３条及び第

７条第１項中「条例」とあるのは

「附則第４項の規定による読替

え後の給与条例」とする 
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別記様式 

別記様式（第２条関係） 

（略） 

（略） 

 湯河原町職員の給与に関する

条例第７条第１項の規定により

次のとおり届け出ます（証明書 

  通添付） 

（略） 

 配偶者 有 無 その自由の

生じた年月日   年   月  

   日 

（略） 

 (注) １ （略） 

    ２ （略） 

    ３ （略） 

    ４ 配偶者欄には扶養

親族たる満22歳未満

の子を有するに至っ

た時に配偶者のない

場合又は条例第7条

第1項第3号若しくは

第4号に掲げる事実

が生じた場合に記入

し、後者の場合には

その事実の生じた年

月日をあわせて記入

する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式 

別記様式（第２条関係） 

（略） 

（略） 

 次のとおり届け出ます（証明

書  通添付） 

 

 

（略） 

 (注) １ （略） 

    ２ （略） 

    ３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日か

ら施行する。 

 

 

 

 


